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未
成
年
者
と
特
別
代
理
人 

事
例
に
学
ぶ
遺
産
分
割 

 
 

 

（そ
の
１
） 

  

先
日
夫
が
亡
く
な
り
、
遺

産
の
相
続
手
続
を
し
た
い
の

で
す
が
、
相
続
人
は
、
妻
で

あ
る
自
分
と
、
未
成
年
者
の

子
二
名
で
す
。 

 

遺
産
を
分
割
す
る
に
は
ど

う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う

か
。 

  

未
成
年
者
が
法
律
行
為
を

す
る
に
は
、
民
法
の
規
定
に

よ
り
、
親
権
者
が
未
成
年
者

を
代
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
（
未
成
年
者
に
意
思
能
力

が
あ
る
場
合
に
は
、
親
権
者

の
同
意
を
得
て
未
成
年
者
自 

        

ら
が
法
律
行
為
を
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。
）
。 

 

し
か
し
、
事
例
の
ケ
ー
ス
で

遺
産
分
割
協
議
を
す
る
場

合
、
親
権
者
で
あ
る
妻
は
、

自
ら
も
相
続
人
で
あ
る
の
で
、

妻
が
未
成
年
者
で
あ
る
子
を

代
理
す
れ
ば
、
遺
産
の
分
割

方
法
を
妻
一
人
で
全
て
決
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
未
成

年
者
ら
の
利
益
を
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
を
民
法
で
は
利
益
相

反
行
為
と
い
い
ま
す
。 

 

全
遺
産
を
未
成
年
者
ら
が

取
得
す
る
内
容
の
遺
産
分
割

協
議
書
を
作
成
す
る
場
合
で

も
、
利
益
相
反
と
な
り
ま

す
。 

 

こ
の
場
合
、
家
庭
裁
判
所

に
対
し
、
特
別
代
理
人
を
未

成
年
者
ご
と
に
選
任
す
る
申

立
て
を
し
、
特
別
代
理
人
二

名
が
妻
と
共
同
で
協
議
の
上
、

遺
産
分
割
協
議
書
を
作
成

し
ま
す
。 

 

特
別
代
理
人
は
、
そ
の
相

続
手
続
に
関
し
て
利
害
関
係

が
無
い
者
で
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
の
で
、
事
例
の
場
合
、

具
体
的
に
は
、
未
成
年
者
ら

の
祖
父
母
や
叔
父
叔
母
な
ど

を
候
補
者
と
し
て
申
立
て
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

事
例
の
ケ
ー
ス
以
外
で
も

特
別
代
理
人
の
選
任
が
必
要

な
場
合
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
り

ま
す
。 

 

例
え
ば
、
親
権
者
が
相
続

人
で
な
い
場
合
（
例 

未
成

年
者
が
亡
父
を
代
襲
し
て
祖

父
の
遺
産
を
相
続
す
る
場

合
）
で
も
、
未
成
年
者
が
二

名
以
上
で
あ
れ
ば
、
親
権
者

で
あ
る
母
は
未
成
年
者
の
内

一
名
の
み
を
代
理
し
、
他
の

未
成
年
者
に
つ
い
て
は
、
特
別

代
理
人
を
選
任
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。 

 

当
事
務
所
で
は
、
相
続
手

続
の
ご
相
談
の
際
、
特
別
代

理
人
選
任
の
必
要
性
の
有
無

を
確
認
し
、
個
別
に
ご
案
内

し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

ち
ょ
っ
と
ひ
と
息 
  

豊
岡
市
に
あ
る
「
床
瀬
そ

ば
」に
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

神
鍋
高
原
か
ら
北
へ
車
で

十
五
分
程
行
っ
た
谷
合
の
、

「
床
瀬
地
区
」
に
あ
る
お
蕎
麦

屋
さ
ん
で
す
。 

 

囲
炉
裏
で
ヤ
マ
メ
な
ど
を
焼

い
て
食
べ
る
の
も
楽
し
い
、
人

気
の
お
店
で
す
。 

 

編
集
長
の
長
女
は
、
今
回

が
お
蕎
麦
デ
ビ
ュ
ー
で
す
。 

 

う
ど
ん
や
素
麺
な
ど
、
「
チ

ュ
ル
チ
ュ
ル
」
が
大
好
き
な
長

女
で
す
が
、
お
蕎
麦
に
関
し

て
は
、
手
で
掴
む
の
が
楽
し
い

み
た
い
で
、
遊
ん
で
ば
か
り
い

て
、
編
集
長
の
お
蕎
麦
は
乾

き
き
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

          

生
前
贈
与
で
相
続
税
対
策
② 

配
偶
者
控
除
の
活
用 

  

平
成
二
七
年
か
ら
相
続
税

の
基
礎
控
除
が
三
千
万
円
＋

六
百
万
円
×
法
定
相
続
人

の
数
と
な
り
、
相
続
税
対
象

者
が
増
え
る
見
込
み
で
す
。 

 

相
続
税
対
策
と
し
て
、
有

効
に
活
用
し
た
い
の
が
、
「
生

前
贈
与
」で
す
。 

 

例
え
ば
、
婚
姻
期
間
二
十

年
以
上
の
夫
婦
間
で
居
住
用

不
動
産
の
贈
与
の
場
合
、
基

礎
控
除
百
十
万
円
の
ほ
か
、

最
高
二
千
万
円
の
配
偶
者

控
除
が
あ
り
ま
す
。 

 

相
続
開
始
前
三
年
以
内
の

贈
与
で
あ
っ
て
も
、
配
偶
者

控
除
が
適
用
さ
れ
た
部
分
に

関
し
て
は
、
相
続
税
の
対
象

に
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
ポ
イ

ン
ト
で
す
。 

 

特
典
を
受
け
る
に
は
、
戸

籍
謄
本
等
必
要
書
類
を
添

付
の
上
、
贈
与
税
の
申
告
を

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

ご
興
味
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

当
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

 

ま
め
ま
メ
モ 

まま
めめ
まま
めめ
通通
信信  

二
〇
一
三
年
七
月 

第
五
号 

  

司
法
書
士
高
橋
大
治
郎
事
務
所
か
ら
、
耳
寄
り
な 

情
報
を
発
信
い
た
し
ま
す
。 



司法書士高橋大治郎事務所ミニコミ「まめまめ通信 ２０１３年７月 第５号」     （２） 
 

 
 

地
目
変
更
登
記
に
つ
い
て 

  
市
街
化
区
域
内
の
農
地
を

贈
与
し
た
い
と
い
う
ご
相
談

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

右
の
よ
う
な
農
地
を
贈
与

す
る
場
合
、
一
般
的
に
は
、

転
用
目
的
（
住
宅
用
地
や
露

店
駐
車
場
用
地
な
ど
）
を
確

認
の
上
、
農
業
委
員
会
に
農

地
法
五
条
の
届
出
を
し
て
、

届
出
受
理
後
、
贈
与
に
よ
る

所
有
権
移
転
登
記
手
続
を

し
ま
す
。 

 

し
か
し
、
相
談
の
案
件
で
は
、

過
去
に
農
地
法
四
条
の
届
出

を
し
て
、
造
成
工
事
を
し
た

う
え
、
貸
し
露
店
駐
車
場
と

し
て
既
に
利
用
さ
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
土
地
の
一
画
で

畑
を
作
って
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

農
地
法
第
四
条
は
、
農
地

を
地
主
自
ら
転
用
す
る
手

続
、
第
五
条
は
、
譲
受
人
が

農
地
を
転
用
す
る
手
続
で
、

似
て
非
な
る
も
の
で
す
。 

 

農
地
法
第
四
条
の
転
用
届

出
手
続
き
が
完
了
し
た
土

地
を
譲
渡
す
る
に
は
、
現
実

に
転
用
の
う
え
、
地
目
変
更

登
記
ま
で
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。 

 

現
況
が
貸
し
露
店
駐
車
場

の
土
地
の
地
目
は
「
雑
種
地
」

と
な
り
ま
す
が
、
土
地
の
一

部
が
畑
の
状
態
で
は
、
雑
種

地
に
地
目
変
更
登
記
手
続

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 

相
談
の
案
件
で
は
、
一
部

畑
と
し
て
利
用
し
て
い
た
箇

所
の
整
地
工
事
を
し
て
、
土

地
全
体
に
つ
き
露
店
駐
車
場

と
し
て
の
外
形
を
整
え
た
上

で
、
雑
種
地
に
地
目
変
更
登

記
し
、
贈
与
の
登
記
を
す
る

こ
と
で
解
決
し
ま
し
た
。 

 

農
地
転
用
、
地
目
変
更
な

ど
に
つ
い
て
の
ご
相
談
に
つ
い
て

は
、
当
事
務
所
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

    

毎
月
第
３
土
曜
日
、
当
事
務

所
に
お
い
て
、
「
相
続
・
遺
言

休
日
相
談
会
」
を
開
催
し
て

お
り
ま
す
（参
加
費
不
要
）
。 

 

時
間
は
、
午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で
で
す
。 

 

な
お
、
当
日
以
外
で
も
随

時
、
ご
相
談
受
付
中
で
す
。 

     

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
「
ま
め

ま
め
通
信
」の
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
を
掲
載
し
ま
し
た
。 

  

約
二
箇
月
に
一
回
（
努
力

目
標
）
の
ペ
ー
ス
で
発
行
し
て

い
る
「
ま
め
ま
め
通
信
」
で
す

が
、
い
つ
も
、
セ
ミ
ナ
ー
や
相

談
会
の
場
で
、
最
新
号
を
手

渡
し
で
お
配
り
し
て
い
ま
す
。 

 

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
も
耳
寄

り
な
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
、
兵
庫
・
姫
路
相

続
遺
言
相
談
室
の
Ｈ
Ｐ
に
掲

載
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
（
姫

路 

相
続
」
で
検
索
。
ト
ッ
プ

ペ
ー
ジ
の
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
「
事
務

所
通
信
」
を
ク
リ
ッ
ク
。
）
。 

（http:/
/
w

w
w

.him
eji-

sozo

ku.com

） 

 

ご
興
味
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
印
刷
し
た
バ
ッ

ク
ナ
ン
バ
ー
を
ご
希
望
の
場

合
、
お
配
り
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。 

 

姫
路
ゆ
か
た
ま
つ
り
に 

行
っ
て
き
ま
し
た
。 

  

長
女
と
姪
っ
子
を
連
れ
て
、

姫
路
ゆ
か
た
ま
つ
り
に
行
っ
て

き
ま
し
た
。 

 

姫
路
城
の
守
り
神
で
あ
る

長
壁
神
社
の
夏
祭
り
で
す
。 

 

す
ご
い
人
だ
か
り
で
、
暴
れ

ん
坊
の
子
供
た
ち
が
迷
子
に

な
り
そ
う
な
の
で
、
す
ぐ
に

帰
っ
た
の
で
す
が
、
神
社
に
は

お
参
り
で
き
ま
し
た
。 

 

編
集
長
の
長
女
は
未
だ
一

歳
な
の
で
、
「
甚
兵
衛
」
で
す

が
、
一
つ
年
上
の
姪
っ
子
は
、

可
愛
ら
し
く
浴
衣
を
着
こ
な

し
て
い
ま
し
た
。 

 

来
年
は
、
ウ
チ
の
子
に
も
浴

衣
を
着
せ
た
い
も
の
で
す
。 

 

（編
集
長 

高
橋
克
彰
） 
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高橋大治郎事務所 
司法書士・行政書士・土地家屋調査士   WEB なら、「姫路 相続」で検索。 

フリーダイヤル そうぞく・いごん 

    0120-339-150 

お電話でのご相談は、こちら… 

お電話お待ちしております。 

こんなお悩みありませんか？ 
◆トラブル防止に遺言を書きたい。 

◆不動産の名義変更をしたい。 

◆借金があり、相続放棄をしたい。 

◆生前贈与の相談をしたい。 

等々、何でも気軽にご相談ください。

所在：姫路市東延末三丁目１８番地 
JR 姫路駅から徒歩８分。駐車場有。 

兵庫・姫路 相続遺言相談室 

相
談
会
情
報 


